
コミュニティセンター警備業務仕様書 
 

 

１ 業 務 名 村内コミュニティセンター（６館）警備業務 

 

２ 履行期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

３ 履行場所 

石神コミュニティセンター  東海村大字石神内宿１６０９ 

村松コミュニティセンター  東海村大字村松３３７０－４ 

白方コミュニティセンター  東海村大字白方２０７７ 

真崎コミュニティセンター  東海村大字村松８３３ 

中丸コミュニティセンター  東海村大字須和間３４５ 

舟石川コミュニティセンター 東海村大字舟石川１５８ 

 

４ 警備を委託する面積 

石神コミュニティセンター  1,263.62㎡ 

村松コミュニティセンター  1,100.50㎡ 

白方コミュニティセンター  1,110.15㎡ 

真崎コミュニティセンター  1,113.91㎡ 

中丸コミュニティセンター  1,109.79㎡ 

舟石川コミュニティセンター 1,109.99㎡ 

 

５ 警備時間 

開館日 

火～日曜日：石神，真崎，舟石川 

 ※舟石川コミセン内に自治会連合会の事務局が置かれており，

月曜日は自治会連合会職員が常駐 

水～月曜日：村松，白方，中丸 

  午後９：３０～翌日午前９：００（１１時間３０分） 

休館日（月もしくは火曜日， １２月２９日～１月３日，その他

指定した日） 

        午前９：００～翌日午前９：００（２４時間） 

 

６ 警備の方法及び内容  

・機械警備により防犯，火災などの異常を受信したときには，速やかに

緊急要員を現場に急行させ，異常事態の内容確認を行い，必要な処置

をとるとともに，必要に応じて関係機関（警察や消防署）に連絡する。 

・受託者は，機械警備を設置する。 

・機械警備機器設置は，警備委託開始後速やかに行うこと。 

・機械警備機器の設置料及び契約期間満了または中途解約に伴う機器の

撤去料は，全て受託者の負担とする。 



・機械警備機器設置中に建物破損等の損害があった場合は，受託者が修

復費を負担する。 

・受託者は，警備実施にあたり，警備対象物件を調査の上，機械警備の

種類・個数・設置場所等の計画を作成し，担当課の承認を受けるもの

とする。 

 

７ その他 

・本仕様書に記載していない事項については，担当課と協議すること

とする。 


